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第 2 次浜田市総合振興計画 後期基本計画 策定方針  
 

令和 3 年 4 月 
地域政策部 政策企画課 

 

 
 

(1) 背景 

本市は人口減少に歯止めがかからず、特に若者世代の人口流出、それに伴

う出生数の減少への早急な対策が求められている中、新型コロナウィルスの

感染が拡大により、新たな生活様式に対応した施策の展開も必要となってい

ます。 

また、今年 4 月には「浜田市協働のまちづくり推進条例」を施行し、市民

等と協働による新たなまちづくりに向けてスタートしました。 

 

(2) 趣旨 

本市は、平成 27 年に策定した「浜田市総合振興計画前期基本計画」に基

づき、総合的かつ計画的な政策・施策を推進しています。 

また、本市が直面している人口減少・少子化に対応するため、「浜田市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地方創生に資する施策を推進し

ています。また、令和 2 年度には「浜田で出会い・結婚・出産・子育て応援

プログラム」を核とした「浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略プラス」

を策定し、更なる少子化対策に取組むこととしました。 

なお、これらの計画については、これまでも一体的に取組を進めており、

今後も同様に推進していく必要があることから、2 つの計画を一本化し、総

合振興計画後期基本計画として策定することとします。 

  

(3) 計画の名称 

「第 2 次浜田市総合振興計画 後期基本計画」とし、今後検討します。 

１ 計画策定に向けた考え方   

 

資料 2 
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(4) 計画の構成 

計画の構成は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」とします。  

なお、基本構想については現行のまま引き継ぎます。 

 

 

 

                     

                         

 

 

 

【参考】後期基本計画のイメージ 

総合振興計画   総合戦略  

第 1 章 序論  
第 2 章 基本構想  

〇  基本方針  
〇  将来像  
〇  基本構想の期間  
〇  まちづくりの大綱  
〇  基本指標  
〇  土地利用構想  

 人口ビジョン  
 〇  人口動向  
 〇  将来人口の推計  
 〇  人口の将来展望  

第 3 章 前期基本計画  
 第 1 節 計画の概要  
 第 2 節 まちづくりの展開  
 第 3 節 部門別計画  
 第 4 節 自治区別計画  
 第 5 節 開かれた行財政運営の推進  

 総合戦略  
 〇  基本目標  
 〇  具体的な施策  
 〇  重要業績評価指標  

   

総合振興計画  後期基本計画  

第 1 章 序論  
  計画の概要及び人口ビジョン  

〇  人口動向  〇  将来人口の推計  〇  人口の将来展望  

第 2 章 基本構想⇒後期基本計画へ引き継ぎ  
〇  基本方針  〇  将来像  〇  まちづくりの大綱  〇  土地利用構想  

〇 基本指標  
    ⇒目標値を見直し検討  

現計画Ｒ7 年度目標値：人口 52,000 人   出生数  400 人/年   社会増減数△200 人/年  
第 3 章 後期基本計画  
   第 1 節 計画の概要  

第 2 節 まちづくりの展開 ⇒ 人口減少対策として総合戦略を掲載  
第 3 節 部門別計画（〇  具体的な施策・〇  重要業績評価指標）  
第 4 節 地域別計画  
第 5 節 開かれた行財政運営の推進  
第６節 浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略  
〇  基本目標 〇基本目標と施策の基本方向  
〇  長期の目標 現在目標値見直しを検討   

合計特殊出生率 2.17【2040】、社会増減数±0【2040】、人口 37,600 人【2060】  

※ 網掛け部分がこのたび策定を要する部分  

議会の議決対象  

今回策定部分  

基本構想  

基本計画  

実施計画  

ロードマップ  
中期財政計画 等  
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(1) 基本構想 

当市の「将来像」とまちづくりの基本的方向である「まちづくり大綱」を

示したものです。計画期間は平成 28 年度から令和 7 年度までの 10 年間とな

っていることから、今回はこの内容を引き継ぎます。 
 

(2) 基本計画 

基本構想を実現するための基本的なまちづくりの施策大綱を示し、各分野

の現状と課題、基本的な方針を総合的に体系化して示します。 

また、各分野の主要施策について、その成果指標となる「代表的な目標」

を設定します。 

 

(3) 実施計画 

具体的な事業や取組については、施政方針に基づく、「元気な浜田」をつ

くるためのロードマップや中期財政計画と連動しながら実施します。 

 

 

(4) 計画の期間 

計画期間は、市長の任期に合わせて 4 年とし、計画期間内に方針変更があ

った場合は、一部を変更することができることとします。 

〔計画期間〕前期基本計画 平成 28 年度～令和 3 年度（6 年間） 

後期基本計画 令和 04 年度～令和 7 年度（4 年間） 

 

■計画期間のイメージ  
年度 Ｈ28 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

計画 (2016) (2018) (2019) (2020) (2022) (2023) (2024)

※ 毎年ローリング       ※ 毎年ローリング実施計画

市長任期

基本構想 将来像の目標年次（１０年後）

基本計画 前期基本計画（６年） 後期基本計画（４年）

Ｈ29 Ｒ3 Ｒ7

(2017) (2021) (2025)

 

２ 計画の構成と期間  
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 (1) 行政経営の指針としての計画づくり 

市民の皆さんとの協働により、浜田らしい魅力あるまちづくりを推進

していくため、より分かりやすい行政経営の指針として策定します。 
 

 (2) 各種計画等との整合 

  ア 前期基本計画との関係 

前期基本計画の進捗状況を踏まえ、今後も取組が必要な内容があれば、

引き継ぐことを可能とします。 

  イ その他個別計画との整合 

その他、各分野の個別計画と整合した計画とします。 
 

(3) 浜田市まち・ひと・しごと創生総合戦略との一本化 

2 つの計画について、重複した内容も多かったことから、今回の後期

基本計画策定を機に一本化します。 

なお、令和 2 年度に策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略プラ

ス」については、後期基本計画に引き継ぐこととし、継続して取り組む

こととしています。 
 

(4) 市民等の意見を反映した計画づくり 

 浜田市総合振興計画審議会に諮問し、市民や地域、各種団体等、より

多くの方の意見を聴きながら、施策等に反映できる計画とします。 

〔市民委員会、中・高校生アンケート、各種団体ヒアリング〕 
 

(5) 進捗管理と評価の仕組みづくり 

毎年の進捗状況の評価を行い、今後の施策や事務事業を見直すことが

できる計画とします。 

(6) ＳＤＧｓの視点を取り入れた計画づくり 

「持続可能な開発目標」が平成 27 年の国連サミットで採択されまし

た。本市も国際社会の一員として、このＳＤＧｓの考え方を取り入れた

計画を策定します。 

 

３ 計画策定の視点  



 - 5 -  

 

 

 (1) 市民参画体制  

ア 浜田市総合振興計画審議会 

 識見者や各種団体・関係機関者等で構成する「浜田市総合振興計画審

議会」に諮問し、多様な観点を盛り込んだ計画案（答申）を基に策定し

ます。 

イ 市民意見の聴取 

 多くの市民等の意見を伺うため、市民委員会等を開催するとともに、

市議会や各種団体、各地域協議会等の意見を考慮して策定します。 

ウ パブリックコメント（意見公募） 

市民の意見を広く求めるため、パブリックコメント（意見公募）を行

い、意見を考慮して策定します。 

エ （仮称）協働のまちづくり検討部会 

  協働のまちづくりに関する推進計画の策定、およびその進捗状況の検

証、また、まちづくりセンターの検証を行うため、浜田市総合振興計画

審議会の下部組織として、（仮称）協働のまちづくり検討部会を設置し

ます。 

 
 

 (2) 庁内体制 

ア 庁議 

  計画案を審議し、決定します。 

イ 浜田市総合振興計画策定委員会（人口減少問題対策本部会議） 

 市長、副市長、教育長、部長級等を構成員とし、全庁的な見地で計画

案を検証・審議します。 

ウ 浜田市総合振興計画調査検討委員会 主管課長を主な構成員とし、必

要な調査・検討を行い、計画案を作成します。 

エ 浜田市総合振興計画庁内ワーキンググループ 

 課長級を構成員とし、大綱にある 7 つの部門ごとに計画素案の作成作

業を行います。 

オ 事務局 

    事務局を政策企画課に置き、計画策定に係る全般の調整及び庶務を行

います。 

 

４ 策定体制  
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庁議 策定委員会 検討委員会

7月 市民委員会（第2回）
  若者会議

第２回
(前期進捗)

第１回
（諮問）
（人口推計等）

市民委員会実績報告 第３回
(現状と課題)

8月 第２回
（現状と課題）

第３回
(原案検討)

第３回
（原案検討）

9月 審議会中間答申 第４回
（中間答申）

第４回
(中間答申案)

10月 ※ 選挙

最終答申
（会長・副会長）

第５回
（答申案）

第５回
(最終答申案)

11月 若者会議成果報告 意見交換

内部決定 ☆
(計画案決定)

議案提出

12月

提案(議決)

印刷発注（本編、概要版） 第６回
（最終報告）

1月 地域協議会へ報告
市民委員会（第4回）

2月

3月

4月 計画書配布 計画書配付

パブリックコメント
地域協議会へ意見聴取
市民委員会（第3回）
  若者会議サポート

意見交換

月 主要日程 市議会 審議会
庁内会議

原案作成

案作成

５ 策定スケジュール  
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策定体制及びフロー図  
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(議案上程) 
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諮問 

総合振興計画審議会 

 
 

意見 
聴取 

 
 

意見 
提案 

政策企画課  

 

委員 75 名 

（各地域 15 名） 

 

 

委員 25 名 

（うち公募委員 3 名程度） 

 答申 

 

パブリックコメント  

 

市民委員会 

中・高生アンケート 

各種団体等ヒアリング 

報告 

意見交換 

部会 

（仮称）協働のまちづくり

検討部会 
策定委員会 

（人口減少問題対策本部会議） 

庁内ワーキンググループ 

 

調査検討委員会 

 

計画原案を審議し、計画案

を作成  

計画素案を調整し、計画原

案を作成  

 

庁 議 

計画案の審議、決定  

計画案  

 

計画原案  

 

計画素案  

 

7 つの部門に別れ、計画素案

を作成  


